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暫定税率について①

 基本税率 ︓中⻑期的な観点から、内外価格差や真に必要な保護⽔準を勘案して設定される税率
 暫定税率 ︓政策上の必要性等から、適⽤期限を定めて、基本税率を暫定的に修正する税率

種類 対象品⽬ 品⽬数

関税割当制度 ナチュラルチーズ（プロセスチーズ原料⽤）、⻨芽、パイナップル⽸詰、ホエイ、バター、
こんにゃく芋等 157品⽬

国家貿易制度 ⽶、⻨、指定乳製品等 86品⽬

調整⾦等を徴収するため、協定税率を下
回る⽔準の税率を設定
（暫定税率＋調整⾦等＝協定税率）

砂糖類（⾓砂糖、砂糖⽔、加糖調製品等）、国家貿易品⽬（⽶、⻨、指定乳製
品等）の枠外輸⼊ 99品⽬

関係国との協議結果を踏まえ、協定税率
等を下回る⽔準の税率を設定 冷凍さば等⽔産物、⽜⾁、豚⾁、紙巻たばこ 54品⽬

産業政策上の要請を踏まえ、基本税率等
を下回る⽔準の税率を設定 ⽯油化学製品製造⽤揮発油、バイオポリエチレン、ポリ塩化ビニル製使い捨て⼿袋等 16品⽬

合 計 412品⽬

【暫定税率を設定している品⽬】

暫定税率について

令和５年３⽉31⽇に適⽤期限が到来する412品⽬について延⻑等を検討する必要。
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暫定税率について②

考慮すべき事項

＜暫定税率の延⻑について＞
 ⽣産者及び消費者等の間の利益調整に及ぼす影響
 国際交渉との関係
 調整⾦等との関係
 関係国との協議結果に基づく税率の引下げ措置の履⾏に及ぼす影響
 産業政策上の必要性や国際市況

 412品⽬について、暫定税率の適⽤期限を１年延⻑することとしたい。

＜適⽤期限・基本税率化について＞
 その時々の国内産業や国際交渉の状況、政策上の必要性、国際市況を踏まえて、常に⾒直しを⾏う
必要

 暫定税率を延⻑する必要があるのか、 暫定税率を廃⽌して基本税率に移⾏する必要があるのか、といっ
た観点から検討する必要。

延長等の検討

改正の⽅向性
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特別緊急関税制度について

 ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて関税化された農
産品（バター、⽶、⻨等）について、輸⼊数量が
⼀定⽔準を超えた場合や輸⼊価格が⼀定⽔準を
下回った場合、関税率を引き上げる制度。
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※発動後も同じ

関税割当等

関税率 （発動後）

＜ 輸⼊数量が⼀定の⽔準を超えた場合 ＞

 適⽤期間は１年間であり、毎年度、期限延⻑の
必要性を検討。

 特別緊急関税制度は、ウルグアイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品について、関税化の代償とし
て、当該農産品の輸⼊が急増した場合等に備えて設けられた制度であるため、国際交渉の状況等を踏まえ
検討する必要。

特別緊急関税制度の概要

 令和３年度は、乳製品やでん粉等について、計22
回発動。
（内訳︓数量ベース︓１回、価格ベース︓21回）

考慮すべき事項

改正の⽅向性
 特別緊急関税制度について適⽤期限を１年延⻑することとしたい。
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加糖調製品に係る関税の取扱い

 糖価調整制度の⽬的は、⽢味資源作物に係る農業所得の確保、国内産糖の製造事業の経営安定等
を通じて、国内産糖の安定的な供給の確保を図ることにより、国⺠⽣活の安定に寄与すること。

 加糖調製品に係る調整⾦を拡⼤する必要性の有無について検討（加糖調製品と国産の砂糖の価格
差・需給の動向、国内産糖に係る競争⼒強化の取組状況、暫定税率の引下げによる政策効果等）。

加糖調製品をめぐる状況

考慮すべき事項

 加糖調製品について、「総合的なＴＰＰ等関連政策⼤綱」に
基づき、ＴＰＰ11発効時に糖価調整制度における調整⾦の
対象に追加。

 ＴＰＰ11発効に伴い、加糖調製品に係る調整⾦により、実質
的に国産の砂糖の価格は低減したが、両者の間には依然として
価格差が存在している状況。

 加糖調製品に係る調整⾦収⼊の拡⼤を可能にし、加糖調製
品と国産の砂糖との価格差を更に縮⼩するため、令和５年度
のＴＰＰ11税率の設定状況等を踏まえた、暫定税率の引下
げを求める改正要望が提出されたところ。

【例︓ミルクの調製品（1901.90-219）】
WTO譲許⽔準
29.8%

調整⾦ 調整⾦現⾏
暫定税率
24.4%
23.4%
改正後
暫定税率

関税 関税

暫定税率の
引下げ要望

＜令和４年度＞ ＜令和５年度＞

※ 令和６年度以降については、加糖調製品と国産の砂糖の価格差及び需給の動向、国内産糖に係る競争⼒強化の取組状況、暫定税率の
引下げによる政策効果、加糖調製品と国産の砂糖に関する今後の中⻑期的な在り⽅及びその実現に向けた具体的取組等について、消費者の
視点も踏まえつつ、農林⽔産省に検証及び報告をしてもらう必要。

 加糖調製品のうち６品⽬について、令和５年度のＴＰＰ11税率の設定状況等を踏まえ、国内産糖への
⽀援の原資となる調整⾦の拡⼤が可能となるよう、暫定税率を引き下げることとしたい。

改正の⽅向性


